
　　　　　　　主　　　文
１　控訴人Ｈ，控訴人Ａ，控訴人Ｂ及び控訴人Ｃの被控訴人Ｄに対する控訴（原審
甲事件に関するもの）を棄却する。
２　控訴人Ｈ及び控訴人Ａの被控訴人Ｅに対する控訴（原審乙事件に関するもの）
を棄却する。
３　控訴人Ｂ及び控訴人Ｃの被控訴人Ｆに対する控訴（原審丙事件に関するもの）
を棄却する。
４　控訴人Ｇの被控訴人Ｄに対する控訴（原審丁事件に関するもの）を棄却する。
５　当審で拡張追加した控訴人らの被控訴人Ｄに対する新たな請求を棄却する。
６　控訴費用は，控訴人らの負担とする。
　　　　　　　事　　　実
第１　当事者の求めた裁判
１　控訴の趣旨
（１）　控訴人ら
ア　原判決主文一，二項中被控訴人Ｄに関する部分（原審甲及び丁事件関係）を取
り消す。
イ　被控訴人Ｄは，東京都に対して，１０億７１０３万１８３５円及びこれに対す
る平成７年４月１日から支払済みに至るまで年５分の金員を支払え。（原審甲事件
請求につき請求の減縮及び当審において新たに請求の追加）
（２）　控訴人Ｈ及び控訴人Ａ
ア　原判決主文二項中，被控訴人Ｅに関する部分（原審乙事件関係）を取り消す。
イ　被控訴人Ｅは，世田谷区に対して，８０００万円及びそのうち４０００万円に
対する平成１１年４月１日から支払済みに至るまで年５分の金員を支払え。（請求
の減縮）
（３）　控訴人Ｂ及び控訴人Ｃ
ア　原判決主文二項中，被控訴人Ｆに関する部分（原審丙事件関係）を取り消す。
イ　被控訴人Ｆは，世田谷区に対して，８０００万円及びそのうち４０００万円に
対する平成１１年４月１日から支払済みに至るまで年５分の金員を支払え。（請求
の減縮）
（４）　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。
２　控訴の趣旨に対する答弁
　主文と同旨
第２　事案の概要等
１　本件は，小田急小田原線及び西武池袋線の連続立体交差化事業（以下「本件連
立事業」という。）の実施等のための事業費を導入しようとして，「日本電信電話
株式会社株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」
（昭和６２年法律第８６号。以下「社会資本整備特別措置法」という。）２条１項
に規定するいわゆるＮＴＴーＡ資金の借受事業主体とするために，東京都，世田谷
区，練馬区のほか，小田急電鉄株式会社（以下「小田急電鉄」という。），西武鉄
道株式会社，その他の金融機関（都市銀行）等の共同出資によりいわゆる第三セク
ター
として平成２年８月３０日に設立した東京鉄道立体整備株式会社（以下「訴外会
社」という。）の設立と事業につき，本件連立事業及びその東京都の都市計画決定
等には違法があり，訴外会社の設立及び事業も違法であると主張して，監査請求を
経たうえ，訴外会社に出資金（株式払込金）その他の公金の支出をした被控訴人ら
に損害の賠償を請求した住民訴訟であり，原審においては，次の４つの事件が併合
された。まず，原審甲事件は，東京都の住民である原審原告らが東京都知事であっ
たＤに対して３億５４９５万円等の損害賠償の東京都への支払を求め，かつ，東京
都知事及び東京都建設局総務部計理課長に対して，訴外会社に対する出資金又は事
業委託費の公金支出の差止めを請求した事案であり，同乙事件は，世田谷区の住民
である原審原告らが，世田谷区長であるＥに対して，１億円等の損害賠償の世田谷
区への支払を求め，かつ，世田谷区長に対して，訴外会社に対する出資金ないしは
事業委託費その他の公金支出の差止めを請求した事案であり，同丙事件は，練馬区
の住民である原審原告らが，練馬区長であった被控訴人Ｆに対して，１億円等の損
害賠償の練馬区への支払を求め，かつ，練馬区長に対して，訴外会社に対する出資
金ないしは事業委託費その他の公金支出の差止めを請求した事案であり，丁事件
は，東京都の住民である原審原告ら８名が，被控訴人Ｄに対して，訴外会社の設立
後に東京都から支出された事業委託費等につき，１億７１０３万１８３５円等の損



害賠償の東京都への支払を請求した事案である。
　第１審は，甲，乙，丙各事件中の公金支出の各差止めの請求及び丁事件中の監査
請求をしていないと認められた支出についての損害賠償の請求部分をいずれも不適
法であるとして却下し，甲，乙，丙各事件中の各損害賠償の請求及び丁事件中のそ
の余の請求部分をいずれも棄却した。
　これに対して控訴をしたのは，本件控訴人ら５名のみであったが，控訴人Ｈ及び
控訴人Ａは原審甲及び乙事件の原告，控訴人Ｂ及び控訴人Ｃは原審甲及び丙事件の
原告，控訴人Ｇは原審丁事件の原告であった。
　なお，訴外会社が平成１２年４月１日に解散し，残余財産の分配により出資金の
払戻し及び配当等に相当する清算手続をも結了したことから，控訴人らは，東京都
知事，東京都建設局総務部計理課長，世田谷区長及び練馬区長に対する公金支出の
各差止請求の訴えを取り下げ，さらに
，前記「控訴の趣旨」記載のとおり，被控訴人Ｄに対する損害賠償の請求につき請
求額を１０億７１０３万１８３５円（出資金に対する出資期間中の法定利息相当の
遅延損害金及び本件連立事業のためのその他の公金支出額の合計）に増額して請求
を拡張し，被控訴人Ｅと被控訴人Ｆに対する各損害賠償の請求につき，請求額をそ
れぞれ８０００万円（出資金に対する出資期間中の法定利息相当の遅延損害金及び
その他の公金支出額の合計額の一部）に減縮した。
２　事実関係等（当事者間に争いのない事実等及び各引用証拠によって認定した事
実）
　事実関係等（当事者間に争いのない事実等及び各引用証拠によって認定した事
実）は，次のとおり補正するほか，原判決「事実」欄の第二の二の控訴人ら及び被
控訴人ら関係部分記載のとおりであるから，これをここに引用する。
（１）　原判決７頁９行目の「甲事件」から同１０行目末尾までを「控訴人らはい
ずれも東京都の住民であり，控訴人Ｈ，控訴人Ａ及び控訴人Ｇはいずれも世田谷区
の住民，控訴人Ｂ及び控訴人Ｃはいずれも練馬区の住民である。」に，同１１行目
から同８頁１行目にかけての「甲事件被告都知事」を「東京都知事」に，同２行目
の「であり、」を「である。」にそれぞれ改め，同行の「同事件」から同３行目末
尾まで，並びに同４行目及び同６行目の各「同事件被告」をそれぞれ削る。
（２）　同８頁９行目の「都市高速鉄道」の次に「等の交通施設」を，同９頁９行
目の「されている」の次に「（道路法３１条１項，３項，６項）」を，同１０頁１
行目の「五項」の次に「〔現行法の１，２，４項〕」をそれぞれ加え，同１１頁１
０行目の「締結されている（乙二号証）。」を「締結され（乙２号証），平成４年
３月３１日付けで費用負担の方法等につき一部改定がされている（甲１５５号
証）。」に改め，同１３頁８行目から９行目にかけての「（これと密接に関連する
他の事業を含む。）」を削り，同９行目の「当該公共的建設事業」の次に「（これ
と密接に関連する他の事業を含む。）」を，同１６頁８行目の「甲四六号証、」の
次に「乙１７号証，」をそれぞれ加える。
（３）　同１９頁６行目の「小田急電鉄株式会社」から同１１行目末尾までを「練
馬区，西武鉄道株式会社，小田急電鉄株式会社，株式会社日本興業銀行，株式会社
富士銀行等７名を発起人として設立されたいわゆる第三セクターであり，設立時の
資本の額は９
億円（設立時に発行する株式数１万８０００株），いわゆる授権資本の額は１０億
円（会社の発行する株式数２万株）であったが，平成２年１０月に１億円（２００
０株）の増資を世田谷区が引き受け，さらに平成７年８月に授権資本の額を１１億
９０００万円（２万３８００株）に変更したうえ，同年１０月に１億９０００万円
の増資が行われ，その結果，訴外会社の株主数は１７名に増加した。その筆頭株主
は設立時の引受株式と合わせて合計７１００株を有する東京都であり（出資額合計
３億５５００万円），世田谷区及び練馬区が各２０００株，品川区及び目黒区が各
１０００株，小田急電鉄株式会社，西武鉄道株式会社及び東京急行電鉄株式会社が
各１８００株，株式会社日本興業銀行など都市銀行５社が合計３７００株，東京海
上火災保険株式会社など損害保険会社４社が合計１６００株を保有する。その無報
酬・非常勤の代表取締役社長には東京都建設局長が就任し，実務を担当する代表権
のある専務取締役その他数名の従業員に東京都の職員が派遣されて業務を担ってい
た（甲１，８，９，２９号証，乙，２５，２８号証，Ｉ証言，Ｊ証言）。」に改
め，同２２頁６行目「である」の次に「（甲９号証，Ｉ証言）」を加え，同２３頁
４行目の「されている。」を「されていた（甲５号証）。」に改め，同５行目から
６行目にかけての「都費、区の地方負担金及び国庫補助に係る事業の一部をも含む



予定であったが、」を「本件連立事業の事業主体である東京都から１１０５億円も
の規模の事業委託を受けて本件連立事業の施行業務をも行おうとするものであった
が，結局，前記②のとおりの事業についての」に改める。
（４）　同２５頁５行目の「訴外会社」から同７行目末尾までを「訴外会社が民都
機構から借り入れたＮＴＴーＡ資金の額は，西武鉄道池袋線関係（東京都市計画道
路事業練馬区画街路第１号線及び東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第１３
３号線）のものが，平成２年度１１７１万８０００円，平成３年度４億１０７８万
１０００円，平成４年度５億７５００万１０００円，平成５年度１億０５００万
円，平成６年度１億円，平成７年度５億円，平成８年度３億５０００万円，平成９
年度２億円，平成１０年度５０００万円であり，小田急小田原線関係（東京都市計
画道路事業幹線街路補助線街路第１２８号線）のものが，平成７年度２億５０００
万円，平成８年度２億４１５０
万円，平成９年度２億円，平成１０年度５０００万円となっている（甲１５９号証
の１ないし３）。」に，同２８頁１行目の「乙一三号証」を「甲１１７号証，１５
９号証の３，乙１３号証」にそれぞれ改める。
（５）　同３２頁１行目と２行目の間に次のとおり挿入する。
「８　訴外会社の解散
　訴外会社は，平成１２年３月２８日の株主総会決議に基づいて平成１２年４月１
日に解散し，その業務を終了した。民都機構から借り入れたＮＴＴーＡ資金の返済
は，すべて小田急電鉄が肩代わりし，残余財産が各株主に分配されて，清算が結了
した（乙２９，３４，３５号証，当審におけるＫ証言）。東京都に対する残余財産
の分配額は，出資金相当額のほか配当額５４１万５０９９円の合計３億６０４１万
５０９９円であり，世田谷区と練馬区に対する残余財産の分配額は，それぞれ出資
金相当額のほか配当額１５２万５３８０円の合計１億０１５２万５３８０円であっ
た（乙３２号証，丙５号証，丁５号証）。」
３　争点及びこれに対する当事者の主張
　本件の争点は，訴外会社の設立後の東京都の業務委託費等に関する被控訴人Ｄに
対する損害賠償請求について適法な事前の監査請求があったか否か，訴外会社の設
立時以降の東京都，世田谷区及び練馬区の訴外会社に対する出資金その他の公金の
支出の違法性，及びこれらについての被控訴人Ｄ，被控訴人Ｅ及び被控訴人Ｆの各
損害賠償責任の有無であるが，これらの争点に対する当事者の主張は，次のとおり
補正，付加するほか，原判決「事実」欄の第二の三の控訴人ら及び被控訴人ら関係
部分記載のとおりであるから，これをここに引用する。
（１）　補正
ア　原判決３２頁４行目冒頭から同３４頁６行目末尾まで及び同３５頁８行目冒頭
から同３６頁５行目の「（三）」までをそれぞれ削る。
イ　同４８頁４行目の「乙事件原告」の次に「であった」を加え，同５０頁５行目
の「（甲五五号証）」を「（甲５５号証の１）及び同調査の実施要領（甲５５号証
の２）」にそれぞれ改める。
（２）　当審で付加した控訴人らの主張
　控訴人らが当審で付加した主張（要旨）は，別紙のとおりであるが，その要点
は，次のとおりである。
ア　事業委託費の損害賠償請求に関する監査請求期間の徒過について
　控訴人らは，平成２年９月２６日に訴外会社への出資金３億５５００万円の損害
の填補，その後の事業委託費その他の公金の支出の差止めを求めて，東京都監
査委員に監査請求をした（同監査委員は平成２年１１月２６日にこの請求を棄却し
た。）。
　その後，原審甲事件が係属中に，東京都の訴外会社への事業委託費等の支出を現
実に知ったので，平成６年１０月６日に，①都市計画素案等説明会，②環境影響評
価作業，③現地測量調査などの諸作業の各委託費の支出について，再度，東京都監
査委員に監査請求をしたが，同監査委員は，平成６年１１月１６日付けで請求を却
下した。そこで，その３０日以内に，原審丁事件原告らは，被控訴人Ｄに対して，
前記支出のうち１億７１０３万１８３５円とその遅延損害金の支払を求める原審丁
事件を提起したのである。
　したがって，被控訴人Ｄの前記１億７１０３万１８３５円とその支出に対して
は，控訴人らの平成２年９月２６日の最初の監査請求がされることにより，「監査
請求前置」の要件を充たしているし，また，２回目の監査請求が遅滞したことにつ
いては，地方自治法２４２条２項の「正当な理由」があるというべきである。



イ　訴外会社の設立，その事業目的及び事業執行等の違法性
（ア）　東京都は，訴外会社が本件連立事業の事業主体とはなり得ないことを自覚
しながら，あえてこれを事業目的として訴外会社を設立し，現に，これを事業とし
て実施している。このことは定款目的や証人Ｉの証言等により明らかであるが，こ
のようなことは，地方自治体として許されることではなく，訴外会社の設立は違法
である。また，訴外会社の設立は商業登記法１９条にも違反している。
（イ）　すなわち，東京都は，平成元年秋ごろまでに，建設省都市局街路課特定都
市交通整備室長などからの行政指導により，建運協定が改正されて第三セクターも
連続立体交差化事業の事業主体になることができると判断し，本来都市計画，環境
対策，事業費等のあらゆる点から見て第三セクターが担うことができない事業であ
ったにもかかわらず，都内の連続立体交差化事業推進のために第三セクターの設立
を図ることを企図し，第三セクターを通じて，株主である関係鉄道事業者，都市銀
行，損害保険会社，ゼネコンに巨利をもたらそうとしたのである。訴外会社の設立
は，必ずしもＮＴＴーＡ資金の利用のみを企図したものではない。このような訴外
会社の設立目的は違法であり，訴外会社への出資その他の公金支出は違法である。
（ウ）　訴外会社の定款の事業目的は，明らかに本件連立事業の主体となることを
予定し
ている。しかも，「ＮＴＴーＡ資金等の特定財源を原資とする連続立体交差事業」
と記載しているから，ＮＴＴーＡ資金のみを財源とするものと理解することもでき
ない。当初の事業資金１５７８億円はこのことを示しているし，後に事業規模が３
５０億円に減縮されたのは，改正が実現しなかった建運協定に合わせるためであっ
たが，当初の設立動機には，事業規模が１兆円（鉄道事業２４００億円，道路事業
３０００億円，再開発事業５０００億円）を超える本件連立事業に対して，都市開
発事業の受託などあらゆることを事業目的として，参加することにあったのであ
り，明白な建運協定違反又は違法がある。
（エ）　また，訴外会社が設立される２年以上も前から，本件連立事業の対象区間
の西側（喜多見から和泉多摩川までの区間）について，同様の高架式複々線化事業
が建設大臣（当時の名称。以下，この判決において各大臣の名称は当時の名称を用
いる。）の認可を受けて施行されていた。そこにおいては，鉄道とクロスする道路
部分の施行主体は東京都，線増部分は鉄建公団であったのであり，訴外会社のよう
な第三セクターが施行者となる余地は法律上も事実上もあり得なかったのである。
小田急小田原線において，誰が施行主体でなければならないか，現実に誰が施行主
体となっているかは，財務会計上の行為を行う職員の「行為規範」に照らしても，
明白であったから，訴外会社の設立とこれに対する出資が違法となることは当然で
ある。
ウ　都市計画決定及びその内容等の違法
（ア）　本件連立事業の小田急小田原線の対象区間は，東北沢から喜多見までの間
であるが，東京都環境影響評価条例のアセスメントをクリアすることは不可能であ
るなどの理由で，遅くとも平成３年（１９９１年）７月までには，下北沢地区（東
北沢から世田谷代田）については，地下方式とすることを東京都，建設省，運輸
省，小田急電鉄，鉄建公団らの関係者間で内定しており，平成７年７月にはこの方
式は閣議了解されている（甲８５号証）。しかし，地形を見ると，下北沢地区は明
らかにその以西よりも低い。地形が高いことを理由に成城学園付近を堀割方式にす
るというのであれば，地形が高い下北沢地区以西は，当然に地下化としなければな
らない筈である。あらゆる点で，高架式に比べて地下式が優れており，本件連立事
業においては，地下方式を採用すべきであった。東京都の都市計画において高架式
を採用した点で，都市計画及びこれに基づく本件連立事業は違法であり，建設大臣
の平成６年５月１９日の事業認可には重大明白な瑕疵があった。
（イ）　被控訴人らは，訴外会社は都市計画事業である道路整備事業の事業主体と
して本件連立事業に参加していると主張し，対象地として東京都市計画道路事業幹
線街路補助線街路第１２８号線等であるとしているが，乙２４号証の図面でも明ら
かなように，対象地は高架橋と街路が立体交差する限られた部分のみであり，この
ような場所の整備を都市計画事業とすることはあり得ない。しかも，その対象地は
明らかに本件連立事業の事業地であるから，ここだけ都市計画事業が重複してい
る。この部分を訴外会社の事業地とすることは，都市計画法５９条７項に違反して
いる。
（ウ）　訴外会社の事業費の内訳では，総事業費が１２０億円であるのに，道路築
造費は長さ２４ｍ分の３３６０万円，付帯工事費が１１７億０５９０万円，事務費



が２億６０５０万円となっている。付帯工事費とは，本件連立事業の高架施設の工
事費であるが，このような事業費の使途から見て，訴外会社は実質的に本件連立事
業の実施を事業目的としているのであり，これが違法であることが明らかである。
訴外会社は，本来東京都等ないし鉄建公団が負担すべき鉄道高架工事費用にＮＴＴ
ーＡ資金を投入しているのである。
（エ）　平成１０年（１９９８年）７月２４日，小田急小田原線の沿線住民の申立
てによりされた公害等調整委員会の裁定においては，現行の同線の対象区間の鉄道
被害について，ＬＡ　ｍａｘ　８０デシベルを超える者が約４分の１，ＬＡｅｑ　
２４ｈで６０デシベル以上の者が半数以上，７０デシベル以上の者が１０％になる
と認定されており，ＬＡ　ｍａｘ　８５デシベル以上，ＬＡｅｑ　２４ｈで７０デ
シベル以上を違法と認めて，鉄道公害の不法行為責任を認めた。本件連立事業を高
架式として施行することは，前記騒音公害を放置することとなり，違法であること
は明らかである。
エ　東京都，世田谷区及び練馬区の財政への悪影響
　高架方式と地下方式では，その事業費に多額の差異が生ずる。地下方式が低廉で
あることは，明らかであるにもかかわらず，東京都があえて多額の事業費を要する
高架方式を選択し，そのために違法な訴外会社を設立して，これに出資したこと
は，濫費，浪費であり，財務会計担当者の行為規範によってもこのことは容易
に判断できる。本件連立事業は地方財政に不必要な負担を強いるものであって，違
法である。
オ　社会資本整備特別措置法違反
（ア）　ＮＴＴ資金は，社会資本整備特別措置法により，日本電信電話株式会社の
株式売払収入を活用しようとして，国からの助成のない公共的建設事業につき，そ
の事業及び関連する事業の収益（公共性を有する低収益型のもの）により返済能力
が見込まれる特殊公法人及び公共事業を主体として施行する第三セクターに対し
て，無利息で貸し付けられることとなったものであるが，訴外会社は，その借受け
の要件を充たしているとはいえない。訴外会社は，本件連立事業の事業主体とはな
り得ないし，訴外会社が事業目的としている関連事業は，巨大で巨利を得る不動産
開発事業であり，現実に訴外会社の費用負担で建設している高架施設は，小田急電
鉄の所有となるものであるほか，不動産開発に伴い，ゼネコン等に巨利を与え，訴
外会社の巨利は，株主である鉄道事業者等の特定企業の利益となっているからであ
る。
（イ）　しかも，訴外会社に対するＮＴＴーＡ資金の貸付けは，民法上の財団法人
にすぎない民都機構から行われているが，必要とされている建設大臣の個別の同意
がされていない。このような実態に照らせば，訴外会社に対するＮＴＴーＡ資金の
貸付けが社会資本整備特別措置法等に違反していることは明らかである。
カ　複々線化事業に関する違法性
（ア）　本件連立事業と同時一体的に行われる小田急小田原線の複々線化事業の事
業主体は，小田急電鉄であり，東京都も小田急電鉄もその旨公言していた。しか
し，小田急電鉄は，昭和６０年１２月３日に日本鉄道建設公団法２２条１項の規定
により，運輸大臣に対して東北沢から和泉多摩川までの複々線化事業を鉄建公団に
行わせるよう運輸大臣に申出をし，これを受けた運輸大臣は，昭和６１年１月７
日，鉄建公団に前記複々線化事業を行うよう指示をした。したがって，以後前記複
々線化事業の事業主体は，その費用負担をする鉄建公団となったのであり，取得し
た用地は鉄建公団の所有名義となっている。鉄建公団が前記複々線化事業の事業主
体となったことは，その後前記事業を小田急電鉄に委託したとしても変わらない。
したがって，小田急電鉄は，事業主体ではないにもかかわらず，事業主体であるか
のように装って事業を実施した違法がある。
（イ）　さらに，小田急電鉄は，事業主体ではないにも
かかわらず，昭和６２年に特定都市鉄道整備促進特別措置法３条，５条により，事
業費の一部に充てるために，運輸大臣に運賃の値上げの認定申請をし，平成９年１
０月にも特定都市鉄道整備促進特別措置法３条５項による「計画変更」があったと
して，再度の運賃値上げを申請し，運輸大臣はいずれも小田急電鉄の申請を認可し
ている。これらの事業主体ではない小田急電鉄による運賃値上げは違法無効であ
る。
（ウ）　また，本件連立事業はこの複々線化事業と一体となって施行されている。
しかし，本件連立事業は都市計画事業であり，国の行政機関とみなされる鉄建公団
が，このような都市計画事業を行うには，建設大臣の事前の承認を要するが（都市



計画法５９条），鉄建公団がこのような事前の承認を受けていない。この点でも鉄
建公団の複々線化事業は違法である。
（エ）　さらに，東京都は，本件連立事業のための事業費として，平成６年度に８
億７０９９万３０００円，平成７年度に２１億８３８１万２０００円，平成８年度
に４１億０３８４万円，平成９年度に６７億０５１１万円，平成１０年度に７６億
２９６４万円，平成１１年度に５３億１９００万円の合計２６８億１２３９万５０
００円を支出しており，そのうちの工事費は合計２６２億４４０４万円となってい
る。これらの工事費は，殆どが複々線化事業の工事に使用されており，本件連立事
業のために使用されていないのは違法である。訴外会社も，借り入れたＮＴＴーＡ
資金を，本来（建運協定７条により）は小田急電鉄が負担しなければならない（実
際には運輸大臣の指定により鉄建公団が負担している。）複々線化事業の工事費に
使用している。東京都その他の本件連立事業関係者は，線増部分の工事を施工する
ことを目的として訴外会社を設立し，訴外会社は，借り入れたＮＴＴーＡ資金を線
増部分の工事費に支出している。このように訴外会社の運営が違法であることは明
らかである。
（オ）　このような違法を重ねている前記複々線化事業と本件連立事業とは，不可
分一体のものとして建設大臣の認可と実施がされており，これに参加するために設
立された訴外会社の設立も違法となる。
キ　細切れ認可の違法性
（ア）　本件連立事業は，鉄道又は道路のみに関する事業ではなく，道路を新設拡
大しながら，鉄道と道路を連続的に立体化して都市の巨大再開発を進める事業であ
るから，鉄道事業，道路事業，駅前広場等の再開
発は，三位一体のものとして計画されなければならない（連立事業調査要綱。甲５
５の１）。ところが本件連立事業の事業認可においては，鉄道とクロスする道路部
分は認可の対象となっていない（鉄道と側道が認可の対象となっている。）。本
来，連続立体交差化事業を都市計画事業として行う限りは，都市計画法，建運協定
に照らせば，有機的一体の事業として認可の対象にすべきものであり，本件連立事
業の認可のような細切れ認可は，本件連立事業の総合的な評価を困難にし，建運協
定及びこれに基づく調査要綱に違反し，都市計画法１条等，東京都環境影響評価条
例に違反して違法である。
　また，小田急小田原線の高架複々線化事業は，建運協定により鉄道事業者が行う
高架鉄道工事とクロスする道路部分の都市計画事業と鉄建公団が行う複々線化事業
の線増部分の事業とに観念的に分けられるが，本来一つの都市計画であって有機的
一体を成すものである。これを分離して事業計画，事業認可又は環境影響評価の対
象とすることが違法であることの判断は，財務会計上の担当職員の「行為規範」と
なる筈である。
（イ）　その結果，完成後の都市に与える影響，沿線住民に対する影響を正しく評
価する必要がなくなり，本件連立事業のアセスメント調査もそのような欠陥を有し
ている。本件連立事業のアセスメント調査は，鉄道に関するものは一応されている
が，道路及び再開発事業については全くされていない。鉄道と道路が連続的に立体
化すれば，大気汚染，振動，騒音は鉄道のみの場合に比べて比較にならないほど大
きな影響が出るのである。
（ウ）　このような，違法な本件連立事業に参加する事業目的を有する訴外会社に
対する設立以後の公金の支出は違法である。
ク　本件出資に至る手続の違法
（ア）　本件連立事業は，鉄道事業のみならず，多くの道路の新設，拡幅，高層ビ
ル再開発を三位一体とする総額１兆円を超す巨大事業であるが，東京都，世田谷区
等は，訴外会社の事業が巨大な営利事業であることを隠蔽しようとして，平成２年
当時関係議会及び住民説明会において，駅ビル事業の事業費が経堂，成城学園の２
か所で合計１０１億９８００万円であると説明していた。しかし，実際には，超高
層インテリジェントビルの建築には約１０００億円の投資が必要である。東京都や
世田谷区は，建築費を約２０分の１に低減して住民に説明していたのである。その
後，訴外会社が設立され
，小田急電鉄が高架工事を強行した後には，前記駅ビルと周辺開発事業については
一切内容の公表をしなくなっている。
（イ）　このような巨大営利事業にＮＴＴーＡ資金を貸し付けることができないこ
とは明らかであり，訴外会社の事業費の使途は社会資本整備特別措置法に違反する
ことは明らかであるのに，本件連立事業の事業者である東京都等は，その違法を隠



蔽するのみならず，住民の虚偽の説明をしているのであって，事業の遂行と訴外会
社の設立の手続には，行政裁量を超えた違法がある。
（３）　当審で付加した被控訴人らの主張
ア　事業委託費の損害賠償請求に関する監査請求期間の徒過について
　原審丁事件についての控訴人は，控訴人Ｇ一人である。同控訴人は，最初の監査
請求人には含まれていない（甲３号証）。したがって，仮に最初の監査請求が原審
丁事件の監査請求前置の要件を充たしているとしても，控訴人Ｇの丁事件の請求に
ついての監査請求前置となるものではない。
イ　訴外会社の設立，その事業目的及び事業執行等の違法性について
（ア）　訴外会社の設立前に小田急小田原線の喜多見から和泉多摩川までの区間に
ついて連続立体交差化事業が既に行われていたが，この区間は本件連立事業の対象
区間の西側であり，西側で第三セクターが施行主体とならなかったからといって，
本件連立事業の対象区間である東側でも第三セクターである訴外会社が道路部分の
施行主体となってはならないという制約はない。第三セクターに道路の新設を行わ
せるか否かは，道路管理者の判断である。
（イ）　また，訴外会社の設立時に予定していた１５７８億円は，事業計画全体の
事業費である。そのうちＮＴＴーＡ資金の対象事業としては３５０億円を予定して
いたのであり，建運協定などの制約により，事業費を下方修正したものではない。
（ウ）　そもそも，訴外会社が民都機構から借り入れたＮＴＴーＡ資金の使途如何
によって，東京都等の訴外会社の資本への出資が違法となるものではなく，東京都
の事業委託費の支出は，委託事業に対する対価の支払であるから，この支出が違法
ということもできない。
ウ　都市計画決定及びその内容の違法について
（ア）　控訴人らは，東京都環境影響評価条例のアセスメントをクリアすることは
不可能であるなどの理由で，本件連立事業の区間を２つに分けて世田谷代田から東
北沢までの区間（下北沢地区）については地下方式を検討していた
と主張するが，この区間については，将来の複々線化や既設の都市計画との総合的
な調整を図る必要から，施行方式を今後さらに検討することが望ましいとして，本
件連立事業の高架方式の対象区間から除外することとしたものである。したがっ
て，線増部分を地下方式にすると決定したものではなく，現時点でもその結論は出
ていない。
（イ）　訴外会社が事業認可を受けたのは，高架橋と立体交差する道路部分のみで
あるが，その部分が都市計画事業である本件連立事業の事業地であって，都市計画
事業が重複したとしても，それを禁じた規定はなく，何ら違法ではない。なお，都
市計画法５９条７項の趣旨は，施行予定者を定める都市計画においては，都市計画
法６０条の２第１項に規定する都市計画の告示の日から起算して２年以内に本条に
基づく都市計画事業の認可又は承認申請をしなければならないという義務を明確に
したものであって，都市計画の重複を禁止したものではない。
（ウ）　控訴人らは，資金計画書の路線別事業明細表の記載から，訴外会社の付帯
工事費１１７億０５９０万円が本体工事費の３００倍以上となっていること，事務
費が２億円以上となっていることを指摘するが，訴外会社の道路整備事業は，付帯
工事として鉄道の高架化を行うものであり，付帯工事の本体工事とは工事材料や手
法が異なるものであって，これを比較することは無意味である。事務費は本体工事
費と付帯工事費の合算額の３％弱にすぎない。
　また，控訴人らは，訴外会社に対するＮＴＴーＡ資金の貸付けは，本件連立事業
に対してされているともいうが，訴外会社は前記１２８号線の都市計画事業の認可
を受けて，道路整備事業を施行しており，この事業にＮＴＴーＡ資金の制度を活用
しているものである。
　なお，複々線化事業とともに行う本件連立事業の実際の工事は，①線増部分の立
体化工事，②線増部分での運行，③既設線の立体化工事，④既設線と線増線の本格
運行の順に行われ，既設線の立体化工事と線増工事は，不可分一体の関係にあり，
工事費は一体ものとして共同の負担としたうえ，最終的に建運協定に従って，既設
線工事は東京都等，線増工事は鉄建公団，都市計画道路１２８号線の街路整備工事
は訴外会社が負担することになるのであり，ＮＴＴーＡ資金は訴外会社の負担部分
に投下されることとなる。実際には，前記１２８号線の立体交差により，東西それ
ぞれ３００ｍ（合計６００
ｍ）の鉄道の高架化が必要となり，その費用は，道路整備費として訴外会社が負担
することとなる。



（エ）　控訴人らは，建運協定により本件連立事業の道路建設及び道路整備は，東
京都が事業主体とならなければならないと主張するが，本件連立事業の東京都が施
行者となる都市計画事業と，第三セクターたる訴外会社が施行者となる道路整備事
業とが重複しても，それが違法となるわけではない。
（オ）　東京都条例による環境影響評価の対象事業は，「その実施が環境に著しい
影響を及ぼすおそれのあるものとして東京都規則で定める要件に該当するもの」
（都条例２条３号）であり，鉄道事業に関しては，東京都条例上当然に該当し（別
表第一上欄），「専用鉄道又は軌道の高架化」については「地表面から離隔する高
架（在来地盤に盛土する部分を含む）の投影部分の水平距離が１キロメートル以上
のもの」（別表第一下欄）と規定されている。道路に関しては，「道路の新設又は
改築」が対象となり（別表第一上欄），「４車線以上のもので，かつ，改築する区
間の長さが１キロメートル以上のもの」（別表第一下欄）と規定されている。
　本件連立事業については，前記鉄道９号線が環境影響調査の対象事業であり，環
境影響調査評価書が作成されている。平成４年の環境影響評価においては，昼間の
平均速度８０ｋｍ／時，運転本数８００本（現在７７０本）で，工事完了後の騒音
の予測値は，わずかに現況値を上回る場所があるが，概ね現況と同程度かこれを下
回るという結果が出ている。しかし，前記１２８号線については，道路の「改築」
に当たり，４車線ではあるものの，改築する区間は２８メートルにすぎず，「改築
する区間の長さが１キロメートル以上のもの」には当たらないから，環境影響調査
をする義務はないこととなる。
（カ）　本件連立事業は，多数の踏切を連続して除去することを目的としているの
であるから，一部踏切の除去に伴う新たな交通量増加が発生することはなく，交通
渋滞が解消されて，排ガス等の交通公害が大幅に改善されるものである。また，鉄
道列車の最高速度の大幅な引上げを目的としたものでもない。
エ　地方財政への悪影響について
　本件連立事業の前記第９号線の事業については，東京都等の財政的負担の軽減を
図るために，第三セクターである訴外会社を設立し，鉄道と交差する都市計画道路
にＮＴＴーＡ資金を投入し，前記１２８号線の付帯工事と
して連続立体交差化の工事を実施したものである。また，ＮＴＴーＡ資金の返済
は，訴外会社が高架下の施設等の貸付けによる収益等を財源として返還する計画で
あったから，本件連立事業自体及び訴外会社の設立運営が地方財政の負担増を強い
るものであるとはいえない。
オ　社会資本整備特別措置法違反について
（ア）　訴外会社がＮＴＴーＡ資金の借受資格の要件に欠けるということはない。
（イ）　民都機構が行う貸付業務は，民間都市開発の推進に関する特別措置法附則
１４条１項により，建設大臣の承認を受けた民都機構がＮＴＴ資金の売却収入を活
用して無利子貸付けの事業を行っているものであり，貸付けについて建設大臣の個
別の承認を必要とする規定はないから，控訴人らの主張は失当である。
カ　複々線化事業に関する違法性について
（ア）　小田急線の複々線化事業の事業主体は，小田急電鉄である。すなわち，こ
の複々線化事業は，鉄道事業法３条に基づいて鉄道事業の免許を受けた小田急電鉄
が，運輸大臣から同法７条１項に基づく事業基本計画の変更認可及び同法１２条の
鉄道施設の変更に係る認可を受けて実施しているものである。
（イ）　日本鉄道建設公団法２２条１項によれば，鉄道施設の建設又は大改良に係
る鉄道事業法１２条１項等の認可を受けた鉄道事業者は，運輸大臣に対して，鉄建
公団が当該施設の建設又は大改良を行うよう申し出ることができ，この申出があっ
た場合は，運輸大臣は，当該建設又は大改良が大都市圏における輸送力の増強のた
め緊急に必要であり，かつ，鉄建公団が行うことが適当であると認めるときは，工
事計画を定め，これを鉄建公団に指示するものとし（同法２２条２項），この指示
があったときは，鉄建公団が当該建設又は大改良を行うものとされている（同法２
２条５項）。これらの規定により，鉄道事業者の申出により，運輸大臣が指示する
ことによって，鉄建公団が鉄道施設の建設又は大改良を行うこととなるのである
が，この場合，これによって，鉄道事業法１２条１項等の認可を受けた鉄道事業者
の事業主体としての地位までが鉄道事業者から鉄建公団に移るというものではな
い。小田急線の複々線化事業も，このようにして鉄建公団が行うこととなったが，
鉄道事業者としての地位が鉄建公団に移転したものではなく，小田急電鉄が特定都
市鉄道整備促進特別措置法により，運輸大臣の運賃の値上げの認可を受けたとして
も，同法



に違反しているわけではない。
（ウ）　また，前述のとおり，連続立体交差化事業と都市計画道路事業とは別の事
業であり，それぞれ実施時期に合わせて事業認可を受け施行するものである。第三
セクターたる訴外会社は，前記１２８号線の都市計画事業の施行者としてその「付
帯工事」をもって本件連立事業に参加している関係になるのである。
キ　細切れ認可及び手続に関する違法性について
（ア）　本件連立事業に関する都市計画決定は，東京都市計画都市高速鉄道事業第
９号線と関連側道についてされたものであり，交差する東京都市計画道路補助線街
路第１２８号線については，別に都市計画決定がされているところ，これらを個別
に都市計画決定しても，本件連立事業に関する都市計画決定自体の総合的な評価を
困難にするものではなく，これらにつき一体的に都市計画決定をし，事業認可をし
なければならないという法律上の規定はない。この点で各都市計画決定とこれらに
関する事業認可が違法となることはない。
（イ）　また，「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目協定
（平成４年３月３１日付け《運輸省鉄道局次長，建設省大臣官房技術審議官，建設
省道路局次長》）の４条３項には「連続立体交差化のために必要となる交差道路の
改築及び連続立体交差化と同時に行う都市計画決定された道路の新設又は改築で鉄
道と交差する部分に係るものは，連続立体交差化に関する都市計画事業の範囲に含
めるものとする」と規定されているが，これは，鉄道を連続立体化することに伴っ
て交差道路の新設，付替え等が必要となる場合に，道路の鉄道と交差する部分を当
該都市計画事業に係る建設工事の範囲に含めるという趣旨であり，交差する道路の
整備を必ず当該都市計画事業の範囲に含むことを規定したものではない。よって，
本件連立事業の都市計画事業認可の範囲に鉄道と，鉄道と交差する都市計画道路の
整備が含まれていないことを理由とする建運協定違反の主張は理由がない。
（ウ）　そもそも，連続立体交差化事業は，市街地において道路と交差している鉄
道を一定区間連続して高架化又は地下化することで立体化を行い，多数の踏切の除
去や新設道路との立体交差を一挙に実現する都市計画事業であって，都市再開発事
業とは別事業であるが，連続立体交差事業を鉄道沿線の街づくり事業と一体的に進
行めることにより，総合的な都市基盤整備に貢献する事業となる。
しかし，都市再開発事業となれば，その施行者は，法律上定められた者でなければ
ならない（都市計画法５９条７項）。第三セクターである訴外会社は，さらに都市
計画事業の認可を受ける予定は全くなかったし，経堂駅前，成城学園駅前の再開発
事業について，事業の計画化を検討したことなく（駅ビルを建築した事実もな
い。），再開発事業の施行者の一員になる予定もなかったのであるから，この点の
控訴人らの主張は失当である。
ク　訴外会社の解散
（ア）　東京都では平成８年３月以来，東京都行財政改革大綱を策定して，管理団
体の見直しを行ってきたところであるが，訴外会社についても，平成１１年８月，
西武線，小田急線の本件連立事業の事業立ち上げの目的を達成し，事業の見通しが
ついたことから，解散することとし，平成１１年８月２７日開催の臨時株主総会に
おいて，平成１１年度末をもって解散することが報告され，平成１２年３月２８日
の株主総会において解散決議がされ，平成１２年４月１日に解散した。解散の登記
は平成１２年４月６日にされている（乙２９号証）。
（イ）　なお，訴外会社の解散の理由としては，経済情勢の変化により，訴外会社
が行う高架下の店舗等の賃貸事業の収益見込みが立たなくなり，返済期限内にＮＴ
ＴーＡ資金の返済を行うことが困難になったという事情がある。
（ウ）　訴外会社の解散に伴い，東京都に対してはその所有株式７１００株（１株
の金額５万円）に対する出資金の返還として３億５５００万円，配当金として５４
１万５０９９円の合計３億６０４１万５０９９円が平成１２年７月２５日に支払わ
れた。
　また，世田谷区と練馬区に対しては，それぞれその所有株式２０００株に対する
出資金の返還として１億円，配当金として１５２万５３８０円の合計１億０１５２
万５３８０円がそれぞれ平成１２年７月２５日に支払われた。
（エ）　これらの経緯から，訴外会社の設立，これに対する公金の支出が違法では
ないことは明らかである。
　　　　　　　理　　　由
第１　被控訴人Ｄに対する損害賠償請求についての監査請求の前置
１　財務会計上の行為に対する監査請求と住民訴訟



　地方自治体職員の財務会計上の行為に対する監査請求と住民訴訟に関する制度の
趣旨及び目的並びに両者の関連性についての認定判断は，次のとおり補正するほ
か，原判決「理由」欄の一記載のとおりであるから，これをここに引用する。
　原判決６４頁
９行目の「自治行政」を「地方自治体行政」に，同６７頁５行目の「それ」を「そ
れに関する判断」にそれぞれ改める。
２　被控訴人Ｄの本案前の主張について
（１）　弁論の全趣旨（原審丁事件訴状等）によれば，控訴人Ｃを含む原審丁事件
原告らは，被控訴人Ｄの訴外会社設立の後に東京都が平成５年３月３１日までに事
業委託費の名目で支出した金額は１億９３００万円であるとして同事件を提起した
ものであるが，最終的には，原判決別紙四記載のとおり，東京都と小田急電鉄との
間の平成３年６月１日付け協定書（原審丁事件乙１号証の２）に基づいて平成３年
１１月２０日から平成５年１０月１４日まで計６回にわたって支出された計９６４
１万７６３５円及び平成４年５月６日付け協定書（同乙１号証の３）に基づいて平
成４年７月６日から平成６年５月１７日まで計５回にわたって支出された計７４６
１万４２００円の合計１億７１０３万１８３５円とこれに対する遅延損害金につ
き，被控訴人Ｄに損害賠償を請求するものである。
（２）　甲２，３号証，原審丁事件甲１号証の１・２と弁論の全趣旨によれば，控
訴人Ｈ，控訴人Ａ，控訴人Ｂ及び控訴人Ｃを含み控訴人Ｇを除く原審甲事件の原告
らは，平成２年９月２６日に訴外会社への出資金３億５５００万円についての損害
の填補，その後の事業委託費その他の公金の支出の差止めを求めて東京都監査委員
に監査請求をし，同監査委員は平成２年１１月２６日にこの請求を棄却したこと，
その後，原審における証人Ｉの証言により，①都市計画素案等説明会，②環境影響
評価作業，③現地測量調査などの事業委託費の支出があったことを知ったとして，
原審甲事件が係属中の平成６年１０月６日に，控訴人Ｈほか４１６名が東京都監査
委員に監査請求をしたが，同監査委員は，重複監査請求であるとして平成６年１１
月１６日付けで上記監査請求を却下したので，その３０日以内に，原審丁事件原告
らが，被控訴人Ｄに対して，前記支出のうち１億７１０３万１８３５円とその遅延
利息の支払を求める原審丁事件を提起したことが認められる。
　そうすると，原審丁事件の原告であった控訴人Ｇは，平成２年９月２６日に請求
された最初の監査請求の請求人とはなっていなかったのであるから，平成２年９月
２６日の監査請求の範囲を論ずるまでもなく，控訴人Ｇについては，前記監査請求
をもって原審丁事件提訴について前置が要求される監査請求
と認める余地はないこととなる。
（３）　したがって，控訴人Ｇが提訴した原審丁事件については，平成６年１０月
６日の控訴人Ｇを含むと認められる控訴人Ｈほか４１６名のした監査請求が提訴要
件を充たすものと認められるが，前述のとおり，原審丁事件の被控訴人Ｄへの損害
賠償請求は，上記監査請求の日から１年以上前の支出に当たる平成３年１１月２０
日から平成５年３月３１日までの支出合計１億４０５２万４０５５円とこれに対す
る年５分の遅延損害金を含んでいることが明らかである（原判決別紙四参照）。
　ところで，監査請求の対象となるべき財務会計上の行為等の範囲は，その性質等
により一体として違法性，不当性を判断するのが相当である場合であっても，当該
行為等そのものが不可分であるなど特段の事情がある場合を除き，監査請求期間は
各行為について個別に判断すべきである。このように監査請求の対象行為をある程
度具体的に特定することは，その後の住民訴訟の訴訟物を特定するためにも必要な
ものであるし，行政活動の過度の不安定を防止しようという目的を持つ監査請求期
間の限定（１年）の趣旨を生かすためにも，監査請求の対象となり得る財務会計上
の行為等がある程度特定され，かつ，個別に監査請求期間の範囲内であるか否かの
判定がされる必要があるということができる。このように，個別の行為等ごとに，
監査請求期間の要件具備を判断するとすれば，本件の訴外会社に対する業務委託費
の支出についての損害賠償の請求に関しては，各支出ごとに監査請求期間を充たし
ているか否かが判定されなければならない。そうすると，前述のとおり，監査請求
の日から１年以上前の支出に当たる平成３年１１月２０日から平成５年３月３１日
までの支出合計１億４０５２万４０５５円については，監査請求期間の徒過によ
り，適法な監査請求があったとはいえないことは明らかである。
（４）　この点につき，控訴人Ｇらは，原審における証人Ｉの証言があった平成５
年４月２３日及び同年６月２９日に，初めて①都市計画素案等説明会，②環境影響
評価作業，③現地測量調査などに対する事業委託費の支出があったことを知ったも



ので，それ以前には業務委託費の支出を知り得なかった事情があると主張する。し
かし，前記認定のとおり，最初の監査請求は，平成２年１１月２６日に前記事業委
託費等の支出の差止めを求めて請求されており，弁論の全趣旨によれば，
控訴人Ｇは加わらなかったものの，その余の原審丁事件原告らは前記最初の監査請
求の請求人になっていたことが認められるところ，損害の填補を求める監査請求に
おいては，財務会計上の行為の特定があれば足り，損害となる各支出の日時，金額
を特定することまでは必要とされていないのであるから，控訴人Ｇについても早い
段階で前記１億４０５２万４０５５円の支出についての監査請求をすることが可能
であったと推認される。したがって，控訴人Ｇにつき，地方自治法２４２条２項た
だし書にいう「正当な理由」があったと認めることはできない。
（５）　このようにして，控訴人Ｇの原審丁事件の請求のうち，被控訴人Ｄに対し
て合計１億４０５２万４０５５円とこれに対する年５分の遅延損害金の支払を求め
る部分は，不適法として却下すべきものである。
第２　本案についての判断
１　訴外会社の設立，その事業目的及び事業等の推移
（１）　訴外会社設立の動機と目的
　甲５，７ないし９，３９，４１，４５，８２号証，乙４，１９，２１，２３，２
５号証，証人Ｉ，原審及び当審の証人Ｋ及び証人Ｊ並びに原判決「事実及び理由」
欄の二の２，３に説示した事実によれば，次の事実が認められる。
　東京都においては，都内の住宅地の中を多数の踏切において道路と交差して走行
する高速鉄道の連続立体交差化事業は長年の懸案であって，昭和３９年から東京都
市計画高速鉄道第９号線その他の連続立体交差化事業に関する都市計画を策定して
これらを推進しようとしており，小田急小田原線等の連続立体交差化事業に関する
前記東京都市計画高速鉄道第９号線については，昭和６１年６月に建設大臣の事業
認可を受けて事業を開始していたが，昭和６２年に社会資本整備特別措置法が制定
され，社会資本の整備促進のために，日本電信電話株式会社の株式売却の国庫収入
を一定の要件のもとに公共的建設事業に無利子で融資する制度が出現したことか
ら，建設省の指導を受けて，多額の事業資金を必要とする本件連立事業にこの資金
を導入して事業の早期完成を図ろうとするに至った。まず，世田谷区の住宅地の中
を走る小田急小田原線の一定区間の連続立体交差化を目的とする東京都市計画都市
高速鉄道第９号線及び西武池袋線の一定区間の連続立体交差化等の事業を合わせた
本件連立事業の事業費の企画が再検討されたところ，その結果，その総事業費１５
７８億８５００円におけるＮＴＴーＡ
資金対象事業の事業費を３５０億円と予定し，そのうちＮＴＴーＡ資金としての融
資額は１８３億７５００円（５２．５％）となる見込みとなった。そこで，この融
資を受けて公共的建設事業の施行者となるために，いわゆる第三セクターである訴
外会社を設立することが必要となり，その設立後には，本件連立事業の都市計画事
業施行者であり，本件連立事業の事業費の大部分を負担する東京都から１１０５億
円もの規模で事業委託を受けて本件連立事業の事業そのものを遂行することを企画
していた（甲５号証）。
　しかしながら，都市における道路と鉄道の連続立体交差化事業については，円滑
実施と費用負担の調整のために，昭和４４年９月４日，当時の建設省と運輸省との
間で「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定」（建運協定）と
「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目協定」（細目協定）が
締結されており（甲４１号証，乙２号証），この建運協定等によれば，連続立体交
差化事業については，専ら都道府県がその事業主体となることを前提として鉄道事
業者との間の費用負担の方法が取り決められていた（甲８２号証）。ＮＴＴーＡ資
金の導入に関して建設省からの指導を受けた東京都の担当者らは，当初この建運協
定の改正により第三セクターも連続立体交差化事業の事業主体になることができる
ものと推測していたが，訴外会社の設立時（平成２年８月３１日）までにはその旨
の改正はなく，その後の平成４年３月にされた建運協定の一部改正においても同様
であった（Ｉ証言，甲１５５号証）。そこで，訴外会社の設立を担当した東京都の
職員らは，訴外会社の設立に当たり，訴外会社の授権資本の額を４０億円から１０
億円（平成７年に１１億９０００万円）に減額し，東京都から受託して施行するこ
とを予定していた本件連立事業の受託事業を専らその事業の準備又は調整の業務に
限定することとし，この受託事業費を約３億円として事業計画を立てることとなっ
た（Ｊ証言，甲９号証）。その結果，訴外会社の行う事業は，専らＮＴＴーＡ資金
対象事業を主体とすることとなり，その公共的建設事業に当たる東京都市計画道路



事業練馬区画街路第１号線の都市計画事業が平成２年１２月１９日に，東京都市計
画道路事業幹線街路補助線街路第１３３号線の都市計画事業が平成６年３月１０日
に，東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第１２８号線
の都市計画事業が平成７年１１月２０日に，それぞれ東京都知事から訴外会社に認
可された（乙１９，２１，２３号証）。
（２）　訴外会社の設立行為及び出資の経緯，事業等の推移と解散に至るまでの経
緯は，原判決「事実」欄第二の二の４ないし６及び８に認定（当審で補正したとこ
ろを含む。）のとおりであるから，ここに引用する。
２　控訴人らは，訴外会社の設立目的が違法であるとか，訴外会社の目的としてい
た事業内容あるいはそれに関わる本件連立事業の都市計画決定及びその内容となる
小田急線の本件高架式化計画が違法である等と主張し，その結果，訴外会社の設立
のための出資及び訴外会社に対する事業委託費の支出も違法な公金支出になると主
張する。
（１）　前記１の（１）において認定した事実によれば，訴外会社の設立の動機な
いし目的は，昭和６１年以降施行されていた本件連立事業にＮＴＴーＡ資金を導入
しようとして設立が企画されたものであり，設立準備中の事業計画においても，事
業主体である東京都からの委託を受けた受託業務として本件連立事業の施行に関与
しようとしたものにすぎないことが認められる。訴外会社が都市計画法上施行者が
法定されている都市計画事業である本件連立事業の事業主体となることを企図して
いたとまではいえない。したがって，本件連立事業の事業主体となることを動機な
いし目的として設立されたとはいえないし，設立時の事業計画ではその受託業務で
さえ大幅に縮小されるに至り，その後は，専らＮＴＴーＡ資金の融資要件である公
共的建設事業としての道路整備の事業主体となるに止まったものと認められる。
　また，訴外会社の設立目的は前述のとおりであり，その事業目的及び事業執行等
において，株主たる企業の利益を図ろうとした動機ないし目的があったと認めるに
足りる証拠はなく，前記認定の訴外会社の株主構成及び解散後の利益配当の額に照
らせば，訴外会社が参加企業の巨利を図ろうとしたとする控訴人らの主張は当たら
ない。
　訴外会社の設立の結果，東京都，世田谷区，練馬区等が出資金を支出する行為
は，訴外会社の設立行為やその目的が公序良俗に反するなど違法でない限り，私法
上の合同行為ないし契約に基づくものであって，原則として適法な先行行為に基づ
くものというべきであるから，これを違法ということはできない。また，訴外会社
の事業目的に関係する本件連立事業の都市計画決定及びその内
容，都市計画事業及び鉄道事業認可並びにそれらの内容は，訴外会社の出資金の支
出の先行行為のそのまた先行行為（以下「先々行為」という。）に当たるものであ
って，そのうち都市計画決定は，抗告訴訟の対象ともなり得ず，その他の認可等の
違法性の有無も，公金支出という財務会計上の行為をなすに当たって財務会計上の
行為担当者が当然に判断すべき事柄ではないから，先々行為の違法性が当然に財務
会計上の行為の違法性を招くものではない。ただ，先々行為に重大かつ明白な瑕疵
があり，無効であることが財務会計上の行為担当者でも容易に判断し得る場合や，
先々行為の違法のためその取消しが確定しているような場合には，先々行為は後行
行為及びそのまた後行行為の権限機関を拘束しないから，後行行為である公金支出
の行為は違法性を帯びることもある。
（２）　そこで，まず，出資金支出の先行行為である訴外会社の設立行為自体の違
法性の有無について判断する。
　当裁判所は，訴外会社の設立がいわゆる第三セクターとして一般的に違法視され
る点があるとはいえないし，訴外会社の目的が公共性を欠くとか，その事業内容が
不確実であるとはいえないと判断する。その理由は，次のとおり補正するほかは，
原判決「理由」欄三の１の（一）ないし（五），２の（一）ないし（四）の説示と
同じであるから，これを引用する。
（補正）
ア　原判決７５頁１１行目の「４」を「３，４」に，同７８頁１行目の「文言」か
ら同３行目の「認識があったものであるが、」までを「という記載があることと，
訴外会社の設立概要の説明書（甲５，６号証）の事業計画にも，事業費合計３５０
億円のＮＴＴ対象事業としての連続立体交差化事業のほかに，事業費１１０５億円
の本件連立事業の受託事業が掲げられていたことに照らすと，訴外会社が連続立体
交差化事業の施行者にもなるような誤解を与えかねないが，定款目的第一項は諸法
律に適うように解釈するのは当然であるうえ，」に，同９行目の「工事と」を「在



来線及び複々線化（線増）の工事と」に，同６行目から７行目にかけての「四〇〇
メートルないし六〇〇メートルの鉄道建設事業の費用」を「東側，西側各３００ｍ
にわたる在来線及び線増部分の鉄道用高架橋建設事業の費用」に，同８行目の「鉄
道建設費用」を「鉄道用高架橋建設費用」にそれぞれ改める。
イ　同８３頁７行目から８行目にかけての「でないこととの関係で疑義が
あることは既に説示したところであるが、」を「あるような誤解を与えるものであ
ることは前述のとおりであるが，その趣旨は，専ら受託事業として連続立体交差化
事業を施行することを目的とするものであったと認められることは前述のとおりで
あり，」に改め，同８５頁５行目の「理由に」の次に「また，その出資が巨大利益
を目的としたものであり，出資している民間大企業に巨利をもたらそうとするもの
であることを理由に」を加え，同７行目から８行目にかけての「設立段階におい
て、その対象事業について原告らが指摘する変更があったことが認められるが、」
を「準備の段階においては，訴外会社のいわゆる授権資本の額を４０億円と予定し
たものの（甲５，７号証），設立時には１０億円に減額され（甲９８号証），前記
認定のとおり（原判決「事実」第二の二の４の（二）），平成７年８月に１１億９
０００万円に増額されて，ほぼ同時にその授権資本の枠は増資によって充たされて
しまったのであるから，訴外会社の規模に関する構想の変更があったと推認され，
また，訴外会社の本件連立事業関連の受託事業についても，当初は，前述のとお
り，１１０５億円の事業規模を予定していたものの（甲５号証），設立後の平成２
年１０月２２日付けの『東京鉄道立体整備株式会社設立の概要』によれば，訴外会
社の事業費負担分が３１０億円とされたうえ，本件連立事業関連の受託事業の規模
はわずか約３億円に減縮されていることが認められるから，明らかに前記受託事業
中心の事業から本件連立事業の施行のための事業調整業務の受託を中心とする事業
に変更があったと認められるが（Ｊ証言），そもそも，ＮＴＴーＡ資金の借入れの
要件を充たした訴外会社において，ＮＴＴーＡ資金対象事業のほかこれ以外の事業
を施行することが禁止されるものではなく，」に，同８７頁１行目から２行目にか
けての「面があるとしても、そのことで、」を「面があるとは，前記受託業務が大
幅に縮小したこと，事業自体が公共性を有することに照らせば，必ずしもいえ
ず，」にそれぞれ改め，同８８頁２行目の「予想され、」の次に「そもそも本件連
立事業に対しては，国の補助金が東京都に投入されるものであるから，」を加え
る。
ウ　同９２頁６行目の「地下方式と決定されれば」の次に「，地下の鉄道敷部分と
地上との間の中間部分の利用構造，方法に関係する公共的収益的事業に訴外会社が
ＮＴＴー
Ａ資金の返済等のために関わることも十分に考えられるから，必ずしも，」を加
え，同９３頁２行目の「そのものが」から同３行目の「あるから、」までを「の融
資要件が，連続立体交差化事業については高架式を必須のものとしているなどとは
到底いえないから（社会資本整備特別措置法２条参照），」に，同９４頁３行目の
「訴外会社」から同５行目の「ないこと」までを「ＮＴＴーＡ資金の対象事業とし
ての要件を充たし，かつ，東京都知事の認可を受けた道路整備事業又はその付帯事
業として施行される限りは，これを鉄道高架化事業又は鉄道の複々線化事業そのも
のの施行ということはできないこと」に，同９５頁７行目の「問題であるから、」
から同８行目の「格別、」までを「問題であり，鉄道事故，災害があった場合の救
命，救護活動，復旧工事の難易や地上面に至るまでの諸設備の運用のランニングコ
スト等，極めて多面的，長期的展望に立ったうえで，技術的，政策的に決定せざる
を得ないところがあるから，立体交差方式を含む都市計画の策定に当たっては考慮
すべきであり，」に，同１１行目の「そのことの故に」を「それは行政施策の選択
に関する問題であり，それが違法としてその取消しが確定していたか，又は重大か
つ明白な欠陥があるとして都市計画決定が無効と判断される蓋然性が極めて高いよ
うな特別な場合でない限り，この都市計画等に基づく事業に対する資金調達の一方
法として関連して」に，同９６頁９行目の「証拠はない。」を「証拠はないし，前
記認定のとおり，平成１２年４月１日の解散した訴外会社の収益は，各株主に出資
金のほか若干の利益配当金を分配することができたのであるから，現実にも，東京
都，世田谷区及び練馬区の財政に対して悪影響を及ぼしたとは認められない。」に
それぞれ改める。
（３）　なお，控訴人らは，当審において訴外会社の設立の登記の違法についても
主張するが，訴外会社の設立登記事項には，官庁の許可を要する事項はないから，
訴外会社の設立登記が商業登記法１９条に違反するとはいえない。



（４）　次に，控訴人らの主張する訴外会社の出資金支出の先々行為である本件連
立事業に関する都市計画決定及びその内容に違法，また，都市計画事業の施行者が
東京都と訴外会社と重複している違法，ＮＴＴーＡ資金の利用につき，社会資本整
備特別措置法違反の違法，本件高架化計画による小田急小田原線の複々線化事業の
実
施方法の違法，一体の本件連立事業が小田急小田原線複々線化事業，連続立体交差
化事業及び訴外会社の行う道路整備事業の３つに分けて事業認可されていることの
違法，訴外会社への出資に至る事実経緯の隠蔽等の違法が，重大かつ明白なもの
で，訴外会社への出資金等の支出に違法性を承継させるようなものであったか否か
について判断する。
　前記認定のとおり，訴外会社の設立時には，既に本件連立事業の施行は開始され
ており，訴外会社は，本件連立事業にＮＴＴーＡ資金を導入するために設立された
ものであるが，本件連立事業の都市計画決定，都市計画事業，小田急小田原線の複
々線化事業及びそれに関連する事業等は，訴外会社の設立ひいては訴外会社に対す
る公金支出の違法をもたらす先行行為であるとはいえない。しかも，控訴人らが違
法をいう上記の各論点が，訴外会社の運営する事業の内容等に法律上ないし事実上
の制限をもたらす場合があり得ても，訴外会社に対する本件出資金の支出や訴外会
社に本件連立事業に関する一部の事業を委託してその費用を支出することにつき，
先々行為として違法性の承継をもたらすような重大かつ明白な違法があったともの
と認めるに足る証拠はない。
（５）　したがって，その余の点について判断するまでもなく，控訴人らの上記の
点を前提とする主張は理由がない。
３　しかし，訴外会社の設立目的自体が本件連立事業に対する資金供給にあること
は前記のとおりであるから，本件連立事業の都市計画決定ないし事業認可が違法で
あれば，東京都についていえば，都市計画決定ないしその事業認可の権限機関と出
資金等の公金支出の権限機関が同じ都知事であるので，都知事は後行行為の時点で
先々行為の違法性を再度吟味判断することも可能であるから，先々行為の違法が訴
外会社への出資金の支出ないし業務委託費等の支出などの財務会計上の行為の違法
が招来されるとする見解もあり得るので，念のために，この点についての控訴人ら
の主張を検討することとする。
　当裁判所は，控訴人らが違法を主張する上記の各論点について，後行行為である
本件出資金及び委託事業費の支出を違法ならしめるべき事由はないと判断する。そ
の理由は，（２）のアないしカに述べるとおりである。その余の控訴人らの主張に
対する判断は，次の（１）のとおり補正するほか，原判決の「理由」欄三の２の
（五）ないし（八）の説示と同じであるから，これをこ
こに引用する。
（１）　補正
　原判決９９頁５行目から６行目にかけての「に関する要件であって」を「の収益
による返還が可能であることを要求するに止まるものであって」に，同１００頁２
行目の「含まないこととなり」から同１１行目の「のであって、」までを「含まな
いこととなるが（原判決「事実」欄の第二の二の４の（二），５の（一）参照），
ＮＴＴーＡ資金の融資対象事業は国からの直接又は間接の負担又は補助を受けない
公共的建設事業であれば足り，一部東京都等の負担金があることは融資要件に影響
しないことは前述のとおりである。」に，同１０２頁７行目の「丁事件」から同９
行目の「のうち」までを「原判決別紙四記載の支出のうち，監査請求を経ていない
と認められる前述の合計１億４０５２万４０５５円の支出を除く，」にそれぞれ改
める。
（２）　当審が念のため付加した判断
ア　都市計画決定とその内容等の違法性
　控訴人らのこの点の違法の主張は，結局，事業費，環境保全等の観点を総合して
見ても，本件連立事業の小田急小田原線の対象区間は，下北沢地区（東北沢から世
田谷代田）について平成７年７月に決定したように全区間地下化として都市計画を
変更すべきであって，これを変更せずに高架式を維持したことは，平成１０年７月
２４日の公害等調整委員会の裁定で違法と認められた沿線住民の鉄道騒音被害を放
置することともなるから，本件連立事業の都市計画決定ひいては事業認可には重大
かつ明白な瑕疵があったというものである。
　しかしながら，前記認定（原判決「事実」欄第二の二の５の（二））のとおり，
本件連立事業の小田急小田原線の対象区間については，もともと昭和３９年の東京



都市計画高速鉄道第９号線の都市計画決定に源を発するものであり，昭和４５年の
一部変更，昭和６０年の一部変更による都市計画決定により内容が具体化していっ
たものと認められ，本件連立事業の小田急小田原線の対象区間についての高架式に
よる連続立体交差化についての都市計画は，訴外会社が設立された平成２年８月以
前には既に都市計画として決定されていたことが明らかである。したがって，控訴
人らの主張は，当時決定されていた高架式連続立体交差化の本件都市計画を地下式
に変更しなかったことによる違法又は維持された都市計画決定の無効をいうものに
すぎないこととなる。
　確かに，甲１２，２０の３，２２の２，２６の１，３１，３２の１
，５８，６９の２，７８の２・３，９２，１０１，１０７の１，証人Ｌ，同Ｍ，同
Ｎ，同Ｏによれば，地下式による連続立体交差化は当時の技術水準においても可能
であり，各種の利点があることが認められるが，もともと連続立体交差の方式の決
定は東京都の行う都市計画の内容の選択の問題であって，甲１６，１７，１９号
証，２２号証の１・２，３３号証の１ないし３，３７号証，５５号証の１・２，６
８号証の１，１１８号証の４，１３７，１６９号証，乙７号証，８号証の１ないし
３，９号証の１ないし３と原審及び当審における証人Ｋと弁論の全趣旨によれば，
東京都においては，訴外会社の設立前から，連続立体交差化事業に補助費を出す国
がその調査内容を定めている連続立体交差事業調査要綱（甲５５号証の１）に従
い，所定の調査を行うとともに，本件連立事業の連続立体交差の方式についても検
討し，計画的条件，地形的条件，事業的条件等諸般の事情を考慮して，一部成城学
園駅付近については堀割式に変更するものの，その余の業務区域は概ね高架式を維
持するとする一応の結論を得たので，これを都市計画素案にまとめて，平成３年８
月ころ住民への説明会を数回にわたって実施したこと，また，鉄道事業者である小
田急電鉄は，東京都環境影響評価条例に従い，本件連立事業の施行に伴う環境影響
の評価を行って，平成３年１１月５日に環境影響評価書案を作成して東京都に提出
し，東京都はこれを東京都環境影響評価審議会の審議に付したうえ，平成４年４月
９日には公聴会を開催し，同年１２月ころ東京都と小田急電鉄は本件連立事業に関
する環境影響評価書を作成したこと，東京都の策定した前記都市計画案について
は，平成４年１２月１８日に東京都都市計画地方審議会の審議に付され，この都市
計画については平成５年２月１日に告示されたことがそれぞれ認められる。
　これらの経緯によれば，本件連立事業の都市計画は訴外会社の設立の前後ころか
ら一部見直しの手続が開始していたものと推認されるが，連続立体交差事業調査要
綱，東京都環境影響評価条例に従った各種調査と東京都都市計画地方審議会の審議
を経て平成５年に告示された従前の本件都市計画を一部変更する旨の都市計画決定
においても，概ね高架式を維持するとする結論を変更しなかったものであることが
認められる。
　そうすると，訴外会社の設立の前後ころから，当時本件連立事業の都市計画決定
を
見直す契機が生まれたということはできるが，その見直しを実行した従前都市計画
を一部変更する都市計画決定が平成５年に告示されるまでの間は，従前からの都市
計画決定が明白かつ重大な瑕疵のために無効なものであったとはいえず，平成５年
の一部変更の都市計画決定についても，これが違法としてその取消しが確定してい
たものではない。したがって，現在の沿線住民の鉄道騒音被害の状況が一部不法行
為となる状態であって，小田急電鉄が損害賠償責任を負うことがあったとしても，
訴外会社の設立から解散に至るまでの間の本件連立事業に関する都市計画決定や都
市計画事業認可等が当然に違法であるとか，重大かつ明白な瑕疵があって無効であ
るとまではいえず，本件連立事業にＮＴＴーＡ資金を導入しようとしてされた訴外
会社の設立のための出資金及びこれに対する事業委託費等の公金の支出が，本件連
立事業の違法を理由に違法となる余地はない。
　次に，控訴人らは，訴外会社が，東京都知事から事業認可を受けて施行する東京
都市計画道路事業練馬区画街路第１号線，東京都市計画道路事業幹線街路補助線街
路第１３３号線及び東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第１２８号線の事業
は，本件連立事業のうえでは東京都が施行者となる都市計画道路事業であるから，
都市計画事業の重複があるとして違法であると主張する。前記認定のとおり，訴外
会社の設立の動機は，本件連立事業にＮＴＴーＡ資金を導入することにあり，その
方法として本件連立事業のうちの高架下の道路整備事業をＮＴＴーＡ資金の融資要
件たる公共的建設事業としてこれを行おうとするものであると認められる。結局，
都市計画事業としては東京都が施行者として行う事業の一部を都知事の認可を受け



て訴外会社が施行するものであって，その施行者ないし施行の方法に矛盾ないし衝
突があるとはいえないから，これを違法ということはできない。
　また，控訴人は，訴外会社の事業費中，道路築造費が３３６０万円であるのに対
して，付帯工事費が１１７億０５９０万円と３００倍以上になっているのは，訴外
会社が本件連立事業の施行者となっていることを示すものであるという主張をする
が，前記認定のとおり，訴外会社の公共的建設事業の施行は，結局のところ，本件
連立事業中の訴外会社の施行分の費用負担に応ずるという趣旨であるところ，前記
付帯工事の額は，前記認定によれば，鉄道と交差する道
路については，交差する地点の前後約３００ｍの合計６００ｍにわたって鉄道の高
架橋の建設が必要となるという計算で負担額を算定した結果であると推認され，こ
れが合理的であるか否かは別として，この付帯工事の額をもって，訴外会社が本件
連立事業の実質的な施行者であると認めることはできないし，付帯工事といえども
訴外会社の事業計画内の工事であると認められるから，訴外会社が，その事業計画
を逸脱した事業ないし工事をしたとまではいえない。
イ　東京都，世田谷区及び練馬区の財政への悪影響
　訴外会社への出資と事業委託費の支出が必ずしも東京都，世田谷区及び練馬区の
財政の悪影響をもたらすものとはいえないことは，前述のとおりである。また，解
散した訴外会社からの東京都，世田谷区及び練馬区への分配金の額は，いずれもそ
れぞれの出資金の額を上回っていたことも前記認定のとおりである。
　もともと，訴外会社の設立は，本件連立事業に対してＮＴＴーＡ資金を導入しよ
うとするものであったのであり，このような資金調達に関する行政上の工夫をする
ことにより，本来施行者として東京都が負担し，さらには世田谷区及び練馬区も負
担に応ずべき関係にあった本件連立事業の施工費の負担割合を変更し，東京都，世
田谷区及び練馬区の各負担金の軽減が実現したものと認められる。したがって，訴
外会社の設立による訴外会社に対するＮＴＴーＡ資金の融資の実現及び本件連立事
業に対する訴外会社からの融資金の使用によって，むしろ，東京都，世田谷区及び
練馬区には事業費の負担の軽減という利益がもたらされたというべきであり，本件
全証拠によるも，これらの自治体の財政に悪影響がもたらされたと認めることはで
きない。
ウ　社会資本整備特別措置法違反
　前記認定のとおり，社会資本整備特別措置法２条によれば，ＮＴＴ資金の融資対
象は，地方公共団体以外の者が国の直接又は間接の負担又は補助を受けずに実施す
る公共的建設事業のうち，当該公共的建設事業又はこれと密接に関連する他の事業
により生ずる収益をもって当該公共的建設事業に要する費用を支弁することができ
ると認められるものであるから，国の補助を受ける本件連立事業が融資対象事業に
当たらないことは当然であるが，本件連立事業の施行者となることができない訴外
会社は，これに関連する道路整備事業を前述の国の補助を受けない公共的建設事業
として施行する限りは，前記融資
対象の要件を充たしていると認められる。
　確かに，訴外会社の設立はＮＴＴーＡ資金を本件連立事業に導入して東京都の費
用負担を軽減しようとする動機ないし目的を有するものであったが，そのような東
京都の費用負担の軽減は，訴外会社が前記関連事業の施行者となって，その費用を
訴外会社が負担することによって実現されるものであり，このような手法をとった
ことが社会資本整備特別措置法に違反するとまではいえず，そのために訴外会社の
設立の違法が招来されるものではない。
　また，本件連立事業は東京都の都市計画事業であることは前述のとおりであるか
ら，行政施策の結果，小田急電鉄が本件連立事業の完成後の恩恵ないし利益を受け
たとしても，これを不当なものということは必ずしもできない。このことは，訴外
会社が本件連立事業の関連事業を施行したとしても変わるものではない。
　さらに，前記認定（原判決「事実」欄第二の３の（二））のとおり，民都機構
は，民都特別措置法附則１４条１項の規定により，建設大臣の承認を受けて，社会
資本整備特別措置法２条１項１号に該当する道路の新設又は改築等の公共的建設事
業を施行する地方公共団体等の出資に係る法人にＮＴＴ資金の貸付けを行うことが
できるのであるから，訴外会社が民都機構からＮＴＴーＡ資金の融資を受けたとし
ても何ら違法はない。訴外会社に対する民都機構の貸付けについて，民都特別措置
法附則１４条１項は，個別の融資につき建設大臣の承認を受けるべき旨を規定して
いると解することはできないから，この点の控訴人らの主張は失当である。
エ　複々線化事業に関する違法性



　弁論の全趣旨によれば，小田急線の複々線化事業は，本件連立事業とは別に鉄道
事業者である小田急電鉄が，鉄道事業法７条の規定に基づいて，運輸大臣の認可を
受けて実施している鉄道軌道の新設事業であると認められる。したがって，本件連
立事業とは別個の事業であることは明らかであり，その事業主体の如何は，必ずし
も本件連立事業の違法を招来するものとはいえない。しかしながら，証人Ｊ，同Ｉ
と弁論の全趣旨によれば，本件連立事業と前記複々線化事業とは，実際の施工にお
いて，新設の線増高架施設を在来線の仮設線として利用しながら在来線の高架施設
を建設するという工程を踏み，また，これらの高架施設の建設は，交差道路付近に
おいては訴外会社の道路整備事業として行われるという関係があるこ
とが認められるから，結局，本件連立事業，複々線化事業及び訴外会社の道路整備
事業は，それぞれ別個の事業認可を受けているものではあるが，実際の施工におい
ては，ほぼ完全に一体として工事が行われるものであるということができる。控訴
人は，このような混然一体とした都市計画又は事業認可は違法であるとも主張する
が，都市計画において総合的調整的な観点が必要であるといい得るとしても，都市
計画事業と鉄道事業の事業計画とは，施行者，根拠法令，事業認可権者，事業の区
域又は範囲に差異があるのであるから，鉄道事業者の事業計画と都市計画事業たる
連続立体交差化事業が一つの計画として策定されなければならないものとはいえな
い。
　また，控訴人らは，小田急小田原線の複々線化事業は鉄建公団が事業主体となっ
ていると主張するが，日本鉄道建設公団法２２条１項によれば，鉄道施設の建設又
は大改良に係る鉄道事業法１２条１項等の認可を受けた鉄道事業者は，運輸大臣に
対して，鉄建公団が当該施設の建設又は大改良を行うよう申し出ることができ，こ
の申出があった場合は，運輸大臣は，当該建設又は大改良が大都市圏における輸送
力の増強のため緊急に必要であり，かつ，鉄建公団が行うことが適当であると認め
るときは，工事計画を定め，これを鉄建公団に指示するものとし（同法２２条２
項），この指示があったときは，鉄建公団が当該建設又は大改良を行うものとされ
ている（同法２２条５項）。したがって，鉄建公団は，これらの規定により，鉄道
事業者の申出により，運輸大臣が指示することによって，前記複々線化事業の施行
者となっているものと認められるが，本件連立事業を施行しているとはいえないか
ら，都市計画法５９条に抵触する余地はない。
　控訴人らは，東京都及び小田急電鉄は複々線化事業の事業主体が小田急電鉄であ
ると虚偽の説明を住民にしてきたというが，弁論の全趣旨によれば，鉄建公団は実
際の複々線化事業を小田急電鉄に委託したというのであるから，小田急電鉄を事実
上の施行者として公表することが誤りとまではいえないし，また，このことが訴外
会社の設立等の違法を招来するものではない。また，特定都市鉄道整備促進特別措
置法３条，５条によれば，運輸大臣の認定を受けた特定都市鉄道整備事業計画の期
間に係る鉄道事業者の運賃の上限については，運輸大臣は，鉄道事業法１６条１項
の規定による運賃の値上げの認可を
行うときは，前記整備計画に記載された工事の工事費の支出に充てる資金の一部を
運送収入により確保することができるよう配慮するものとされているから，鉄建公
団が複々線化事業を施行することとなったからといって，鉄道事業者としての地位
が鉄建公団に移転するものではなく，小田急電鉄が運輸大臣の認可を受けて運賃の
値上げをすることが違法であるとはいえない。
　さらに，控訴人は，小田急電鉄の負担である複々線化事業の工事費を東京都と訴
外会社が支出していると主張するが，複々線化事業とともに行う連続立体交差化事
業における負担者と負担割合は，前記建運協定によって一定の基準が示されている
ところ，前記建運協定自体は，当時の建設省と運輸省との協定であって，特に法的
拘束力を有するものとはいえない。しかし，これを地方自治体又は鉄道事業者が承
認することにより，関係者間に成立する合意となるものであるから，最終的には，
その合意によって精算することで足りるものであり，この点は本件連立事業の違法
を招来するものとはいえない。
オ　細切れ認可の違法性
　前記認定のとおり，複々線化事業と一緒に行う本件連立事業は，複々線化事業，
連続立体交差化事業及び訴外会社が行う一定の場所における道路整備事業の３つに
分けられることとなるが，前述のとおり，実際の建設工事においては，これらを分
けることなく一体として施工するものであることは前記認定のとおりである。控訴
人らは，このような本件連立事業の在り方を捉えて，都市計画等が重複しており，
違法であるほか，３つの事業に分けて事業認可がされていることは違法であると主



張する。しかし，もともと小田急電鉄の行う複々線化事業は鉄道事業者の事業計画
によるものであり，都市計画事業である本件連立事業と区別して企画ないし事業認
可がされるのは，当然である。また，訴外会社の施行する前記道路整備事業は，本
件連立事業の道路事業の一部と複合するものであるが，これらの都市計画，施工者
が矛盾，衝突を起こしているとはいえないし，都市計画決定の複合自体は，これを
違法とまではいえないことは前述のとおりである（なお，弁論の全趣旨によれば，
本件連立事業の事業認可の対象には，鉄道と交差する道路部分自体はこれに含まれ
ていないと認められる。）。したがって，上記の３つの事業が並立することとなる
について，違法があるとはいえない。
　前記認定に照らせば，訴
外会社の施行する道路整備事業を本件連立事業から分離し，これを別個の東京都知
事の事業認可に係る事業としたのは，専らＮＴＴーＡ資金の融資対象事業を特定
し，その内容を融資要件に適合させるためであったと推認されるが（国からの補助
があり，地方公共団体である東京都が事業主体となる本件連立事業は，社会資本整
備特別措置法２条１項１号の融資要件を充たさない。），そのような動機ないし目
的があったとしても，前示のような都市計画事業の分離が都市計画法上違法といえ
ないことは，前記説示のとおりである。
　また，控訴人らは，本件連立事業が実際には巨大な都市の再開発事業であるとし
て，これらを総合して計画され，事業認可されるべきであるとも主張するが，複々
線化事業と本件連立事業との間に差異があること，及び本件連立事業と訴外会社の
施行事業との間に複合があるものの，矛盾衝突がないことは前述のとおりであり，
前記のとおり３つの事業が施工において一体化している実情があるからといって，
必ずしも３つの事業認可に区別されたことが違法であるとはいえない。また，都市
計画法，建運協定及び国の定める調査要綱（甲５５号証の１）が控訴人のいう細切
れ認可を禁止していると解することはできず（建運協定は複数の事業が複合して施
工された場合の各事業者の費用負担の在り方を合意するものである。），総合的な
計画に基づかなければ，環境影響評価ができないわけではないから，この点で違法
があるということもできない（本件連立事業については東京都環境影響評価条例に
基づいて，環境影響評価が行われていることは前記認定のとおりであり，同条例の
規定に照らせば，訴外会社の施行する道路整備事業には，環境影響評価の実施が要
求されているとはいえない。）。
カ　本件出資に至る手続の違法性
　控訴人らは，東京都，世田谷区等は，訴外会社の事業が巨大な営利事業であるこ
とを隠蔽したと主張するが，前記認定のとおり，訴外会社が都知事の認可を受けて
施行したのは，本件連立事業に関連する高架下の道路の交差部分の道路整備事業で
あり，東京都からの受託事業としては本件連立事業の施行の準備ないし調整のため
の事業を実施したにすぎず（設立準備中に予定した本件連立事業の施行自体を東京
都から受託する事業計画は実施されなかった。），平成１２年４月１日に解散して
これらの業務も終了させていることが認められる。したがって
，訴外会社の事業が約１０００億円の投資を必要とする大規模事業であったという
のは当たらず，東京都等に事実の隠蔽，虚偽説明があったということはできない。
　また，訴外会社の事業の実態は前記のとおりであって，社会資本整備特別措置法
上の融資要件を具備していることは前述のとおりであるから，巨大営利企業にＮＴ
ＴーＡ資金を貸し付けているという控訴人らの主張も失当である。したがって，訴
外会社の設立と事業の遂行の手続に対する東京都等の行政に，行政裁量を超えた違
法があるとはいえない。
第３　結論
　以上によれば，訴外会社に対する東京都，世田谷区及び練馬区の出資又は事業委
託費の支出に違法があるとはいえないから，事業委託費等の各公金の支出につき遅
延損害金の賠償義務があるとはいえない。また，控訴人Ｇの原審丁事件における請
求中，被控訴人Ｄに合計１億４０５２万４０５５円の損害賠償を請求する部分は不
適法であり，これを却下した原判決は正当である。
　よって，控訴人Ｈ，控訴人Ａ，控訴人Ｂ及び控訴人Ｃの被控訴人Ｄに対する控訴
（原審甲事件に関するもの），控訴人Ｈ及び控訴人Ａの被控訴人Ｅに対する控訴
（原審乙事件に関するもの），控訴人Ｂ及び控訴人Ｃの被控訴人Ｆに対する控訴
（原審丙事件に関するもの）及び控訴人Ｇの被控訴人Ｄに対する控訴（原審丁事件
に関するもの）をいずれも棄却し，控訴人らが当審で拡張した被控訴人Ｄに対する
新たな請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
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